
契約管財課作成

○既済部分検査

・様式8

・単品スライド条項に基づく変更請求は

　請求時に残工期　が2月以上ある場合に限り可能。

（部分引き渡しに係る工事部分の残工期を含む。）

・様式１

・様式１-２

・請求を受けてから7日以内に通知

　（協議開始日は原則工期末の45日前）

・様式２

・様式３

・様式３-１～３-３

・単品スライド条項による協議を行う

　前に、最終設計変更を完了させる。

（最終的な全体工事費・契約数量の確定）

・様式６-２

・原則工期の45日前

・14日以内に協議が整わない場合は

　発注者が定めて通知。

・様式６

 承諾書の場合

・様式7
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